
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
一

2－1 請求書の審査

(1)年金請求書の記載内容等の確認

口年金請求書の記載内容等の確認にあたり､記載事項の補正を行う場合

は赤色のペンを使用し篭訂正を行う場合は誤記を二線で抹消し､その上

部に正しい事項を記載する。

口年金請求書の記載内容等の確認にあたり､記載事項の補正を行う場合

は赤色のペンを使用し篭訂正を行う場合は誤記を二線で抹消し､その上

部に正しい事項を記載する。

(2)年金請求書の障害関係の審査

口障害給付の請求事由が､障害認定日による請求､事後重症による請

求､初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求のいずれで

あるかは､年金請求書の⑭欄(1)により確認する。

口障害年金の対象となる傷病は､年金請求書の⑭欄(3)の｢傷病名｣と診断

書｢①傷病名｣に記載された｢傷病名｣が一致しているかを確認する。

口障害給付の請求事由が､障害認定日による請求､事後重症による請

求､初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求のいずれで

あるかは､年金請求書の⑭欄(1)により確認する。

口障害年金の対象となる傷病は､年金請求書の⑭欄(3)の｢傷病名｣と診断

書｢①傷病名｣に記載された｢傷病名｣が一致しているかを確認する。

(3)ハードコピーの確認

’’
口請求者に記載されている氏名､住所､配偶者情報等がハードコピーの被

保険者記録と一致していることを確認する。

口請求者に記載されている氏名､住所､配偶者情報等がハードコピーの被

保険者記録と一致していることを確認する。

①氏名の漢字､登録上の住所確認

②配偶者氏名の漢字､年金受給状況の確認

(4)被保険者記録の確認

’
｜

’
口年金請求書の職歴欄の記載と資格記録の確認を行う。

口配偶者の資格記録との間に不整合がないか確認を行う。

口年金請求書の職歴欄の記載と資格記録の確認を行う。

口配偶者の資格記録との間に不整合がないか確認を行う。

①内容審査の結果記録補正が必要なものについては､被保険者記録補

正依頼･回答票兼補正処理票を起票の上､管轄事務センターに補正依

頼を行うこと｡(年金事務所窓口受付分については､記録の整備が必要な

場合は､①ﾁｴｯｸｼｰﾄの連絡欄に表示､②ハードコピーに明記､③被保

険者記録補正依頼･回答票兼補正処理票の作成､のいずれかにより整備

内容を明記することとしているため､上記3点の添付の有無を必ず確認す

ること｡）

②内容審査時に請求者のものと思われる手帳記号番号が判明した場合

は､請求者本人の記録か確認すること。

(5)項目点検ﾁｴﾂｸｼｰﾄによる確認
【参照】
項目点検チェックシート
については、 【給付宿
2015-11句参照。

’

’
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口項目点検ﾁｪｯｸシート(障害給付)により､点検項目の再確認を行う。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金"厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

＝

■■■ﾛ■■■

（6）年金請求書の返戻

□ 提出された年金請求書に不備がある場合､また､審査の結果整備が必

要となった場合は､原則として､障害年金センターから年金事務所を経

由し請求者に年金請求書を返戻する。

年金事務所･事務センターの郵送受付分については､原則として､障害

年金センターから請求者に年金請求書を返戻する。

□

(返戻については_4.返戻一を参照）

■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■■■■■■■一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
I盲

。

【ﾁｪｯｸシート】項目点検ﾁｪｯｸｼｰﾄ(障害給付)(1/2）

項目点検チェックシート（障害給付）

日 基礎年金書号

項目点検チェックシート（障害給付）

日 基礎年金書号年 月

チェック者（事務所等）

年 月

チェック者（事務所等）

購求者氏名購求者氏名年 月 日

チェック者（障害年金センター）

年 月 日

チェック者（障害年金センター）

【年金諦求雷（国民年金・厚生年金保険障害給付）】【年金諦求雷（国民年金・厚生年金保険障害給付）】

”尉審|霧震”尉審|霧震点検内容

証明印がない霧合は通帳の写しが添付さ
ているか（甕金種別も確認）。

点検内容項目内容項目内容

口金磁磯閏の証明印があるか。証明印がない露合は通帳の写しが添付さ
れ、写しと記載内容が一致しているか（甕金種別も確認）。
金磁磯閏の証明印があるか。証明印か
れ、写しと記載内容が一致しているか

□

①年金受取磯閏の確認
（振込事故の防止）
①年金受取磯閏の確認
（振込事故の防止）

□ゆうちよ銀行の場合、記号は左詰めで記入されているか。番号は右詰め
に記入されており、最後の数字は「1」であるか。
□ゆうちよ銀行の場合、記号は左詰めで記入されているか。番号は右詰め
に記入されており、最後の数字は「1」であるか。

ロ講求者のカナ氏名と口座名藝カナ氏名が完全に一致しているか。

日薯篭欝が合致する｡正しい金融機関ｺｰド･支麿ｺｰドが記戦され
□戸籍等より、子の加算額対象者はいないか。

ﾛｰｰ加騨額対象言の子がいる場合､子の障害の炊態は｢ある』又は｢ない」
の該当する一方に○が付されているか。
（障害吠態にある蝿合は、診断書力泌要。）

請求者のカナ氏名と口座名藝カナ氏名が完全に一致しているか。

金融概麗名が合致する、正しい金融機関コード・支店コードが記載され
ているか。

ローロ

口戸籍等より、子の加算額対象者はいないか。

口~~加算額対象言の子がいる場合､子の障害の炊態は
の該当する一方に○が付されているか。

｢ある」又は「ない」

(障害状態にある蝿合は、診断書力泌要。）

／／
②加算額苅象壱（子）の確鰯
（子の加騨漏れ防止）
②加算額苅象壱（子）の確鰯
（子の加騨漏れ防止）

子の加算を希望する場合、霞偶者の児童沃蓑手当証薔、児菫技蓑手当顕
調書又は障害年金の子の加算請求に係る申出書の添付があるか。
（平成26年11月以前に加算対象期間がある場合）

他の年金手帳番号の有無、他の基礎年金香号の有無など、記録不備の有
無を確認しているか。 （旧姓を含む。）
（他の年金手帳書号があった場合、脱退手当金支給済でないか、確認す
ること。）

子の加算を希望する場合、霞偶者の児童沃蓑手当証薔、児菫技蓑手当顕
調書又は障害年金の子の加算請求に係る申出書の添付があるか。
(平成26年11月以前に加算対象期間がある場合）

他の年金手帳番号の有無、他の基礎年金香号の有無など、記録不備の有
無を確認しているか。 （旧姓を含む。）
（他の年金手帳書号があった場合、脱退手当金支給済でないか、確認す
ること。）

ロロ

I■I■

3誼求琶記録の確認
(記録の漏れや不購の防止）
3誼求琶記録の確認
(記録の漏れや不購の防止）

洲／／／
国民年金第3号波保険言期間がある場合次の内容を確認する。
（不塞合記録については、業務処理要領【マニュアル】国民年金（適
用）Ⅲ－4篝を参照すること。）

国民年金第3号波保険言期間がある場合次の内容を確認する。
（不塞合記録については、業務処理要領【マニュアル】国民年金（適
用）Ⅲ－4篝を参照すること。）

ロ健康保険(保険者が鰻保協会の場合に限る）の被扶蓑壱認定期間と
合致しているか。

□配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか。 （配偶者が65歳以上
で老齢給付の受給権がある場合は、被用者年金制度の被保険者であっ
ても第2号被保険者に該当しない）

ロ健康保険(保険者が鰻保協会の場合に限る）の被扶蓑壱認定期間と
合致しているか。

□配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか。 （配偶者が65歳以上
で老齢給付の受給権がある場合は、被用者年金制度の被保険者であっ
ても第2号被保険者に該当しない）

既に他の嬉痛による障害給付の受給権者である場合法定免除期間が合
致しているか。
（昭和61年3月以前は、障害年金を事由として法定免除の対象とされ

既に他の嬉痛による障害給付の受給権者である場合法定免除期間が合
致しているか。
（昭和61年3月以前は、障害年金を事由として法定免除の対象とされ

画画

））るのは、るのは、

ロ厚生年金第四種被保険言記録がある場合、その蕊§喪失日において240
月（中高鹸糖例の蝿合は180月）を越えていないか。
ロ厚生年金第四種被保険言記録がある場合、その蕊§喪失日において240
月（中高齢糖例の蝿合は180月）を越えていないか。

国民年金第3号被保険者期間がある露合、次の内容を確認する。
（不鑿含記録については、業務処建妻霞【マニュアル〕国民年金（適
用）Ⅲ－4等を参照すること。）

口健康保険(保険者が健保協会の場合に限る)の被扶養者認定期間と
合致しているか。

□配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか｡唾信者が65歳以上
で老齢給付の受給権がある場合は、被用言年金制度の被保険者であっ
てち第2号被保険者に該当しない）

国民年金第3号被保険者期間がある場合、次の内容を確認する。
（不鑿含記録については、業務処建妻霞【マニュアル〕国民年金（適
用）Ⅲ－4等を参照すること。）

口健康保険(保険者が健保協会の場合に限る)の被扶養者認定期間と
合致しているか。

□配偶者の第2号被保険者期間と合致しているか壜 （配信者がf逼歳以上
で老齢給付の受給権がある場合は、被用言年金制度の被保険者であっ
てち第2号被保険者に該当しない） 韮

／／

／／

④配偶者記録の確認
（記録の渦れや不偏の防止）
④配偶者記録の確認
（記録の渦れや不偏の防止）

配傭者の受給状況の棚に記載漏れがないか。

9瀧謡獣謝儒雛￥ロ （未記入の場合は､配偶書情報箸によって年金受給の賓繍を艫認すること。）

受 口璽信者の原簿記録の配偶言城態は正しく登録されているか。
給
権 □配偶者の年金に、加給年金が支給されているか。
者
で ・遡及裁定の場合で、纈求者（老齢満了者）の受給権発生後
ぁ に配偶者の退職共済年金（老齢満了者）、障害共済年金
る 老齢厚生年金(共済組合決定分、老齢満了者）が発生して
湯 いる蝿合、 「加給年金額支蛤停止事由該当眉(様式第230
合 号）」が必蟇

配傭者の受給状況の棚に記載漏れがないか。
ロ （未記入の場合は、配偶壱情報等によって年金受給の有無を確認するこ
と。）

受 口璽信者の原簿記録の配偶言城態は正しく登録されているか。
給
権 □配偶者の年金に、加給年金が支給されているか。
者
で ・遡及裁定の場合で、纈求者（老齢満了者）の受給権発生後
ぁ に配偶者の退職共済年金（老齢満了者）、障害共済年金
る 老齢厚生年金(共済組合決定分、老齢満了者）が発生して
湯 いる蝿合、 「加給年金額支蛤停止事由該当眉(様式第230
合 号）」が必蟇

⑤配偶菅の公的年金の受給峡況
（加給加算もれ・過払い防止）

受給権者である場合受給権者である場合

□配偶者の年金に、加給年金が支給されているか。

、遡及裁定の場合で、纈求者（老齢満了者）の受給権発生後
に配偶者の退職共済年金（老齢満了者）、障害共済年金
老齢厚生年金(共済組合決定分、老齢満了者）が発生して
いる蝿合、 「加給年金額支蛤停止事由該当眉(様式第230
号）」が必蟇

一一

｜ ’
2015091820150918

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

【ﾁｪｯｸシート】項目点検ﾁｪｯｸシート(障害給付)(2/2）

⑥障害給付の請求事由
（調求職別誤り篝の防止）

ロ (1)～(3)柵の記入漏れはないか

ー

i宮

認定日による請求を1年以上遡及して行う場合、現在の症状のほかに、
瞳害認壼日跨点の診断言の添付があるか

□ 「初めて1級または2級」の場合、65歳到達前に初めて2級以上の障害
に該当した診断霧が添付されているか（請求は65歳到達後でも可。）

ロ請求原因が「2．蕊後重症による謂求」の場合、理由は記入済みか

ロ平成6年11月9日前に障害給付を受けたことがある場合、年金証薔記号
番号、年金コードが記入されているか（参壱1）

初診日が統合共済の堤合、次の内容を確霊済みか（参考2）

｜ﾛ統合日以後に障害認定日があるか

フ／

口統合前に共済組合の障害給付の受給権が発生していないか

ロ職域加算部分はあるか口職域加算部分はあるか

初診日が共済厚年期間の場合、次の内容を確認済みか（参壱2） ／／
ロ一元化施行日後に障害認定日があるか

ﾛ一元化施行日前に共済組合の受給権が発生していないか

｜ﾛ恩給公務員期間や退臓-跨金返還期間がないか
ロ初診日が任意未加入期閏である矯合、精別障害給付金の露求を確認した
か（参善S)

ﾛ蕊潔蕊鶇闘舗か籠三書行為事故蛾況雇､礪認蚕、⑦障蜜原因の確認

(鞘難場"鰐“う ロ鶏譲蕊誌鯉蕊篭麗喪篭評､同じ傷鱈について、
（労働者災害補償保険法による障害（補霞）給付今労災給付の額にて鑪
整、労働基準法による障害補償一年金を6年間停止）

ロ生計同一関係の申立の記入、署名（又は記名押印）等記誠濾れがないか

饒讓詮拠迄艫”
現に生計維持されている喜実について、生計維痘の認定に必要な遷霞は
ロ添付されているか（【給付情2011-40]参照）
（※老齢給付、遺族給付とは生計維拷の時期が異なるため、生計維持認
定に必要な書類も異なるため）

口受付日が受給権発生日から5年を経過している罵合、 「年金裁定謂求の
遅延に閨する申立誓」の調寸がされているか。
〈受給権発生が平成19年7月7日以降であり熱かつ、記録の訂正等によ
り時効を援用しないと判断された場合は添付不要。）

）

g裁定瀧求書受付年月日
（請求遅延の確認漏れ防止）

ロホ跨効の取扱い'こかかるﾃｪｯｸｼｰﾄ｣'こて処遷区鎗を確認している
⑩選択申出書の内容確認
（選択申出内容の震り防止）

連絡事項

20150918

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
岨

2－2添付書類の審査

添付書類の審査を次により行い､不備がある場合には､他の資料と照らし合わせ

て整備が必要か確認のうえ返戻する．

(1)病歴･就労状況等申立書の審査

①発病･初診日が年金請求書⑭欄と一致しているか。

②「発病したときの状態｣、｢発病から初診までの状態｣樹の記載事項をよく読

み､請求者申告の初診日より前に受診(初診)がないか｡受診がある場合

は､受診状況等証明書及び病歴の整備が必須なため返戻をする。

③発病から初診までの病歴の記載があるか。

④医療機関ごとの受診期間がわかるように記載されているか。

⑤受診していない期間について記載があるか。

⑥再発がないか。

⑦裏面｢就労･日常生活状況｣が記載されているか。

(2)受診状況等証明書及び受診状況等証明書が添付できない申立書の審査

口初診時(最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合

は､「受診状況等証明書が添付できない申立書｣の添付があるか確認す

る。

ロ「発病から初診までの経過｣欄に受診状況等証明書を証明した医療機関

より前に受診している記載がないか確認する。

口記載根拠が複数ある場合は､それぞれに基づく記載内容の範囲が明確

にわかるように記載されているか確認する。

口初診時(最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合

は､「受診状況等証明書が添付できない申立書｣の添付があるか確認す

る。

ロ「発病から初診までの経過｣欄に受診状況等証明書を証明した医療機関

より前に受診している記載がないか確認する。

口記載根拠が複数ある場合は､それぞれに基づく記載内容の範囲が明確

にわかるように記載されているか確認する。

2番目に受診した医療機関による最初の受診医療機関及び初診日が記入さ

れている医師の証明書の添付があるか確認し､添付がない場合は､｢受診状況

等証明書が添付できない申立書｣の添付があるか確認をする｡この作業を一番

古い医師の証明の確認ができるまで繰り返す。

（初診日の証明については､（参考)初診日の証明を参照）

’
I
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口病歴及び就労･日常生活状況について次の事項の確認を行う。
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2審査

－

（3）障害年金の初診日に関する調査票の審査

ロ先天性疾患による障害年金請求で､かつ､初めて治療目的で医療機関

を受診した日の医証が確認できない場合は､参考資料として調査票(①

先天性障害:眼用､②先天性障害:耳用､③先天性股関節疾患用)が

整備されているかを確認する。

口初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であ

って､請求者から健診で要治療と指示された日を初診日として請求があ

った場合は調査票(④糖尿病用､⑤腎臓･膀胱の病気用､⑥肝臓の病気

用､⑦心臓の病気用､⑧肺の病気用)が整備されているかを確認する。

(4)診断書の審査

①共通事項

口傷病名が年金請求書⑭欄の請求傷病(又は障害の原因となった傷病の

前に相当因果関係があると認められる傷病)と一致しているかを確認す

る｡このとき､明らかに別傷病である場合は､請求傷病を確認する。

口対象傷病が2以上で窪障害認定日が傷病別に異なる場合は､それぞれ

の障害認定日の状態を明らかにする診断書が添付されているか確認す

る。

【参照】

診断雪の基本的な留意事
項は､共通資料2｢診断
書様式ごとの留意事項」
を参照

②請求事由別の確認

’
ア障害認定日による請求の場合

障害認定日の現症を明らかにする診断書(障害認定日以後3月以内の

現症のもの)が添付されているか。

請求日(年金事務所等の受付日)と障害認定日が1年以上離れていると

きは､裁定請求時の現症を明らかにする診断書(請求日以前3月以内の現

症のもの)が添付されているか。

障害認定日が､初診日から1年6月以内に｢初診日から起算して1年6月

を経過する前に障害認定日として取り扱う事例(第1章共通編｢2－6傷

病が治った場合｣参照)｣に該当するときは､原則として､該当した日以後3月

以内(その状態が安定した時期)の現症の診断書が必要となる。

また､「障害認定日において受給権が発生しない場合は､事後重症による

請求とする｣旨の請求意思があらかじめ確認できるときは､「障害給付請求

事由確認書｣の提出が必要となる。

【補足】

初診日から起算して1年
6月を経過する前に障害
認定日とする事例による
審査のみを希望される場
合、遡及する障害認定日
による請求であっても請

求日以前8月以内の現症
の診断書のみで認定を可
能としている。

ただし、合併症などの症
状を加味して障害の程度
を認定することを希望す

るときは、障害認定日時
点の診断書が必要とな
る。

障害基礎年金の場合、
雛・切断、人工透析、喉
頭全摘出のように障害認
定日の時点で確実に2級
の状態であるときは、請

求日以前S眉以内の現症
の診断書ｲ枚でも請求は
可能である。

イ事後重症による請求の場合

裁定請求時の現症を明らかにする診断書(請求日以前3月以内の現症の

もの)が添付されているか。

また､事後重症請求とする理由の番号(1～3)のいずれかに○が付され
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137

口請求事由に応じ次の事項の確認を行う。
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2審査

ているか。

なお､事後重症請求とする理由の番号が｢3その他｣のときは､その理由

が具体的に記入されているか(｢制度を知らなかった｣では適切な理由となら

ない)。

（記入例）

・前回､事後重症による請求で不支給となったため

・病院が廃業し診断書が添付できないため

・カルテが廃棄されて診断書が作成できないため

※初診日から起算して1年6月を経過した日では障害等級に該当しなかった

方が､人工透析を開始したことにより初診日から起算して1年6月を経過した

日以後に障害等級に該当する場合(事後重症による請求)は､請求日以前

3月以内の現症の診断書を添付する。

事後重症による請求の場合は､人工透析開始後3月経過せずとも､障害

等級に該当すれば請求することができる。

ウはじめて2級による請求の場合

基準傷病と他の傷病を併合して初めて障害等級の1級又は2級に該当す

る程度の障害の状態になったとき(以下｢はじめて2級該当｣という｡）の現症

を明らかにするそれぞれの診断書(原則､請求日以前3月以内の現症のも

の(※))が添付されているか。

基準傷病､他の傷病の診断書が同一のもので､それぞれの障害の状態が

分かるときは､1枚の診断書でも差し支えないが､「傷病名｣｢発病｣｢初診日」

欄は､それぞれの傷病について記入されているか。

また､基準傷病は初診日を比較して請求日に最も近い傷病となっているこ

と､基準傷病の障害認定日が65歳に達する日の前日以前であることを確認

する。

※診断書の現症日が請求日以前3月を超えて遡る場合であっても誤りではな

い｡ただし､請求事由が｢事後重症による請求｣に変更となるときは､請求日

以前3月以内の現症の診断書を添付する必要がある。

※はじめて2級による請求は､65歳に達する日の前日までに障害等級の1級

又は2級に至ったことが確認できる診断書の添付が可能であれば､65歳以

降でも請求が可能である。

受給権発生日は､基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日

までで障害等級に該当した日となる｡受給権発生日より請求日が1年以上

経過するときは､受給権発生日時点の診断書に加え請求日以前3月以内の

現症の診断書が必要となる。
I
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L

基準傷病以外の傷病は､初診日における加入制度や納付要件を問わな

い。

基準傷病以外の傷病が､過去に2級以上に該当したことがあるときは､は

じめて2級による請求はできない。

③その他

’
ア診断書に､病院又は診療所の名称､所在地､医師氏名が記載されている

か。

なお､精神の障害用診断書については､原則､精神保健指定医又は精神

科を標袴する医師が記載しているかを確認する｡ただし､てんかん､知的障

害､発達障害､認知症､高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている

疾患については､小児科､脳神経外科､神経内科､リハビリテーション科､老

年科などを専門とする医師が主治医となっている場合､これらの科の医師で

あっても精神･神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記載

が可能となっていることに留意する。

イ診断書｢②傷病の発生日｣欄､「③初めて医師の診断を受けた日｣欄､「④

傷病の原因または誘因｣欄に､｢病歴･就労状況等申立書｣の発病､初診欄

より前の日付が記載されている場合は､｢病歴･就労状況等申立書｣をその時

点から作成してもらう必要があるため返戻する。

ウ「受診状況等証明書｣の添付がない場合は､診断書が｢受診状況等証明

書｣を兼ねているか。

エ診断書｢⑤既存障害｣棚､「⑥既往症｣欄に相当因果関係がありそうな傷病

がある場合は､それぞれの病歴(必要に応じて受診状況等証明書)が添付さ

れているか。

(5)第三者行為事故状況届の審査

’
口障害の原因が第三者行為の場合､第三者行為事故状況届及び確認害

が添付されているかを確認する。

①第三者行為事故状況届

②確認書

確認書は｢先に年金を受領するが､損害賠償金を受領した場合はその額に

より年金額停止されることを承知している｣という覚書きの意味を持つため噂年金

との調整が発生しないと思われる場合でも必要となる。

③交通事故証明又は事故力轆認できる書類

事故証明が取れない場合､事故内容､事故日のわかる新聞のｺピｰ等が必

要となる。

¥
企
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口上記に加え､次の事項の確認を行う。
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2審査

(6)項目点検ﾁｴｯｸｼｰﾄによる確認

’
｜

’

口項目点検チェックシート(障害基礎･障害厚生)【障害年金センター用】に

より､点検項目の確認を行う。

口項目点検チェックシート(障害基礎･障害厚生)【障害年金センター用】に

より､点検項目の確認を行う。

2－3障害年金審査支援ツールへの登録

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度､請求区分齢診断書種別等)の入力を行

う。

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度､請求区分齢診断書種別等)の入力を行

う。

【参照】

障害年金審査支援ツールの

操作マニュアルについて
は【給付指2016-67】別
添1参照

ロ
l
L
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2審査

【項目点検ﾁｪｯｸシート(障害基礎･障害厚生)【障害年金センター用】】(1／2）

項目点検チェックシート（障害基礎・障害厚生） 【障害年金センター用〕

●このチェックシートは、障害基礎年金又は障害厚生年金の年金諸
いて、便層する。

求蚕の雷雪にお

●審趨日当言は、確認したr主な審査項目」のチェック柵にヅを付す。
●「○○の壜合」とある項目について、その場合に該当しないときは、チェック柵を
斜總で抹濯する。

●〆を付すことができなかった項目に関し、整盾が必要である逼合は返戻を行う。

））進達番号（課所符号（

チエヴク
蟻 臆者主な害査項目項目

年錘爾求書に記載の侭病名について、偏霜ごとに霜歴・就
労状況等申立害が作成されているか．

1枚に掴数の閣瘤が記戦され、個々の域況雲
が不詳になっていないか。

鯛求隠鰭と岬畜のある部位力邇棚せず、相
当因累関係がないことが明らかな握合は作
成不要亀

犀釜謂茨薔に記覇あ藺漏珂也に診断言の既存障琶・既往症
欄に掘痛が記裁されている蝿合、その腹痛についても痛
庭・就労状滉等申立蚕が作成されているか｡

臆痛名、発病日、初診日

一一一一－－－－－－‘■■‐ユーー■■一一一一

年金躯求悪の團霜名、煽痛の発生し庭日及び初診日が霜
歴・就労斌況等申立書の闇痛名、発癌日及び初診日と一致
じているか｡

発癌したときの恢態、発癌から初診までの間の状況が記入
されているか。

先天性疾患については、出生鱈から初診までの状況が記入
されているか。

障害厚室年金の臓求において、耐多日力穏
和61年4月1日より前の燭合Iま発露主義と
なる。

病
歴
・
就
労
状
況
等
申
立
書

莞湧く先天催疾罷は出塞啼）から初診まで
の鴎間、 1つの医綴槻関の受鯵螂剛及び受
診していない期間が長い遇合は､3年から5
年ごとに区切って肥入さｵ'ていること。
先天性俣懇について睦刷えば、小雲筏入
学前〈幼稚胆、保竃園）、小穿投信学事
小学技高学年、中学生、高授崖に区切って
凰堂壷蓋や学榎での状況が記入されだいる
こと塾

発漏したときの状態と発病か
ら初診までの間の状況

発潤から初診までの間に医娠槻関を受診しだ記述がない
か｡

籾診医織機間の名称、通院期間、受診回数、入院期間、治
療経過などが記入されているか。

，

一

受診しだ医療機間ごとに区切って記入されているか。

｡

受診していない期聞がある蝿会その期間について壱記入
されているかc

受診Ctmない期間がある箆合､その期間について､受診
しなかった理由､.自覚症状の程婁日常生活の状況などが
記入されているか。

治療の撰掲

葭尭か蛎娠かの判断材料とLﾉて必要｡

【受診状況等証明書の添付が不要な逼合】
以下の3つの要件蚕すべて溝だす蝿合
1．初診医鐡總関と診断書作成医鎌機関とが同一であること
2．本人申立ての初診日、診断密働及び⑧棚の記戦がすべて同一であること
3．診断書創剛の肥載根拠が「診療録で罐認」となっていること

3つの要件すべてを溝だす退合、
受診状況等証明壷、調査頚の
霊萱不要
（チェック棚を斜緑で抹消）E＞
陣晉年金苗遮裳務マニュアルを参照

篭鑿蕊:溜篭,縄受診状況等証明蜜又は受診状況毒証明酉が添付できない申立富力窪臓されているか。

受
診
状
況
等
証
明
書

汲敷の憾病が記入されている蝿合、それぞれの嘱病の莞嘉
日、初診日が分かるように記入されているか．

氏名、煽塞墓発病年月日、
煽竈の原因又は誘画

一一一一一一口

記城がある蝿合、いつの鯵綴録から寵職し
たものであるか確隠する．
記城がある蝿合、いつの鯵綴録から寵職し
たものであるか確隠する．

発病から拠診までの
経過

前塵受診の記載がないか。

いずれかに○が付されているか。

糎致の配職根拠にOが付されている燭台、どの部分がどの
根拠に基づいて記入されたものであるかが翁かるように記
入されているか。

紀駁根拠
口一一■■ －

－－一一一一一一一一一一ローロー一

受診状況等証明書
作成医師
－－

郵書年金黍蚕垂務マニュアルを諺照
輝塞垂理年a=P49~57
晦琶厚生年金＝P144～151

郵書年金黍蚕垂務マニュアルを諺照
輝塞垂理年一P4g~57
晦琶厚生年金＝P144～151

初診医療椴関の受証が添鍾できない混合

『___
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2審査
§

【項目点検ﾁｪｯｸシート(障害基礎･障害厚生)【障害年金センター用】】(2／2）

I 主 な 篝 寳 項 目項 目

先天漉疾患（韻、耳、股関節疾患）のg|合、潤直票が添付されているか。

’ 主 な

毒雪

査 項 目目項

先天性疾患（韻、耳、股関節疾患）の蝿合、溜琶票が添付されているか。

チェック
鼬
チェック
鼬 傭傭 壱壱

切診巳が曜認できる資料が誼付されている
埋合は、瀕函票の遥付は不要となる唾
障産年金蓋正妻務マニュアル壹参窯
降雪墓遜年金二P41
陣書厚生年金＝･P1.36

切診巳が曜認できる資料が誼付されている
埋合は、瀕函票の遥付は不要となる唾
障産年金蓋正妻務マニュアル壹参窯
降雪墓遜年金二P41
陣書厚生年金＝･P1.36

調
壹
票

調
壹
票 初めて治癒目的で医叙臘関を受診し疋日の医鉦が鍔られない混合であって、胴求者から霞
診で要治療と指示されだ日を初診日として潴求するとき、鯛壷票が添付されているか。

診断雪の側式泓年金網求醤に龍載の隠霜名、揮雪が現れ
ている部位・状態からみて合致しているか。

犠式の種類等
年金調求蜜に記戴の隠痛名が2つ以上で智曄蓄凝定巳が鱈
痛別に異なる蝿合、それぞれの障害認定白の状態を明らか
にする診断蜜が添付されているか。

診断書に記入されている氏名、生年局日、性別及び住所が
年金塘求函に記入されている氏名壱と一致しているか｡

初めて治療目的で医叙臘関を受診し疋日の医鉦が鍔られない混合であって、胴求者から麗
診で要治療と指示されだ日を初,診日として潴求するとき、鯛童票が添付されているか。

診断雪の側式泓年金網求醤に龍載の隠霜名、揮雪が現れ
ている部位・状態からみて合致しているか。

年金調求蜜に記戴の隠痛名が2つ以上で智曄蓄凝定巳が鱈
痛別に異なる蝿合、それぞれの障害認定白の状態を明らか
にする診断蜜が添付されているか。

診断書に記入されている氏名、生年局日、性別及び住所が
年金塘求函に記入されている氏名壱と一致しているか｡

權式の種類等

T

購求事由が『2覇後因躍による課求.lである
哩含蚕除く。 ．
購求事由が『2覇後因躍による課求.lである
哩含蚕除く。 ．

①～⑨棚に肥入潮れがないか。①～⑨棚に肥入潮れがないか。

轡勤欄について、 『診原録で確麗」又は「本人の申立て」
のいずれかにOが付されているか。

嗜翻間が「本人の申立て」にOが付されている喝合、 （
）内にその申立て年月日が配入されているか｡

轡勤欄について、 『診原録で確麗」又は「本人の申立て」
のいずれかにOが付されているか。

嗜翻間が「本人の申立て」にOが付されている喝合、 （
）内にその申立て年月日が配入されているか｡

梱”診
断
書
・
共
還
襄
項

梱”診
断
書
・
共
還
襄
項

）

②③欄の配載と、年金脇求書及び嬬庭・就労状況等申立雷
に記入されている発癌日及び初診臼が一致しているか．
②③欄の配載と、年金脇求書及び嬬庭・就労状況等申立雷
に記入されている発癌日及び初診臼が一致しているか．

②③④梱が年金調求震に記戴されている煽痛の発生し疋巳
より前の日付に雇っていないか。

⑧棚に餉医受診の記載がないか．

②③④梱が年金調求震に記戴されている煽痛の発生し疋巳
より前の日付に雇っていないか。

⑧棚に餉医受診の記載がないか．
前医受診の紀職がある喝合、前医の受祇が
必璽
前医受診の紀職がある喝合、前医の受祇が
必璽

記入漏れがないか．

障害の状態（現症日）障害の状態（現症日）
障害年帝霊壷篭務マニュアルを議照
障害基理年金＝P41～43
瞳筈厚生年金尋P1g6～13s

障害年帝霊壷篭務マニュアルを議照
障害基理年金＝P41～43
瞳筈厚生年金尋P1g6～13s

記入された現症日は年金鰡求蚕に記戯の調求碩由に照らし
て妥当なものか。

嘉壼晴に証1て日需生活がどのような吠況であるのが､ま
た、どの程度の労鴎ができるのか等の記入がされている
か。

現症時の日篭生活活動能力
及び労働能力
現症時の日篭生活活動能力
及び労働能力

鱈断晦点に認いて断定できない逼合であっ
ても『不詳」等の肥入がされているか画
鱈断晦点に認いて断定できない逼合であっ
ても『不詳」等の肥入がされているか画記入漏れがないか回予後

診断蚕作成医師

保険料納付要件

予後

診断蚕作成医師

保険料納付要件

作成年月日、瘤皖又は診療所の名称及び所画也、診療担当
科名、医師の氏名及び押印に漏れがない力隆

初吟日が65蔵到週日以降にある埋合厄、
65歳到達前の期間で3錨の2要件がある
か。

年鋤蘭求書記靴箇所
禅害基翌年金当忌【1)棚
障害写生年金割m(1)"

壱齢基建年金の受給樋がない還合を除く．

初吟日が65蔵到週日以降にある埋合厄、
65歳到達前の期間で3錨の2要件がある
か。

年鋤蘭求書記靴箇所
禅害基翌年金当忌【1)棚
障害写生年金割m(1)"

老齢基建年金の壹銘掴がない還合を除く．

納付要件はあるか

謂求日が65歳到達日以降である場合又は老齢基畷年金を
霊上げ蛎求している遇合は、淵求事由「1障害認定日によ
る砺求』が選択されているか零

納付要件はあるか

謂求日が65歳到達日以降である場合又は老齢基畷年金を
霊上げ蛎求している遇合は、淵求事由「1障害認定日によ
る砺求』が選択されているか零

■一一一一一寺一一

年金講求書
そ
の
他

一一一

一
罐

そ
の
他

，
みの幟

岸

初診eが65歳割蓬白以障で…言は､入力鰻票"『 ｜「厚生」棚のみ記入されているか。
初診日が65歳到達日以跨である坦合は、入力帳票間が
「厚生」棚のみ記入されているか。

＜連絡事項等＞＜連絡事項等＞

」｣

』
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

（参考）初診日の証明

障害認定日による請求で障害認定日が遡及する場合や､事後重症による請求

で初診日がかなり遡った傷病による年金請求では､終診(転医･中止)から5年を

経過していると､当時の診療録が廃棄されていること等により､初診時の医療機関

における診療録に基づく初診(発病日※)等を証明する医師の証明が得られない

ことがある。

しかしながら､一方では､患者に的確な診療を行うために診療録の保存期限の

5年を経過していても｢サマリー｣として既往歴を保存している医療機関もあるので、

初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は､まず｢受診状

況等証明書｣を求める。

※旧法においては発病主義となる。

鯵照］
初診日の取扱いについて

は【給付指2015-120】
「初診日を明らかにする
ことができる書類を添え

ることができない場合の
取扱い鮨示・依頼)」を
参照

初診時(最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合は､「受

診状況等証明書が添付できない申立書｣を提出してもらい､2番目に受診した医

療機関による最初の受診医療機関及び発病･初診日が記入されている医師の証

明書が提出できるか確認し､添付できない場合は､「受診状況等証明書が添付で

きない申立書｣を提出してもらう｡この作業を一番古い医師の証明が添付できるま

で繰り返すこととなる。

初診時の医療機関において受診状況等証明書がとれない場合は､次ページの

｢初診日の確認ﾌﾛｰ｣を参考に書類を整備する。

本人の申立てより前に発病･初診日が遡る記述が受診状況等証明書に記入さ

れている場合は､病歴･就労状況等申立書の見直し(追記)が必要となる。

2番目以降に受診した医療機関による最初の受診医療機関及び初診日が記

入されている医師の証明などの資料は､次の取扱いとなる。

(ア)請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に本人申立ての初

診日が記載されており､それを基に作成された資料の場合は､その資料単独

で初診日を認めることがて差る。

例)2番目の医療機関の受診状況等証明書に､7年前の診療録を基にして最初

の受診医療機関及び初診日が記入されている

(ｲ)医療機関による資料の作成が､請求の5年以上前ではないが相当程度前で

ある場合については､他の参考資料があわせて提出されたときは､初診日を

認めても差し支えないとしている｡ただし､他の参考資料としては､お薬手帳、

領収書､診察券などを根拠とし､本人申立てに基づく第三者証明は含まれな

いことに留意すること。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
一
ｒ

初診日の確認フロー

I
初診時のA病院の医

師の証明により初診日

が確認できるか？

初診時のA病院の医

師の証明により初診日

が確認できるか？

YES

｣LNO
初診時のA病院の医

師の証明が得られない

旨の申立書があるか？

初診時のA病院の医

師の証明が得られない

旨の申立書があるか？

2番目のB病院の医師

の証明により初診日が

確認できるか？

2番目のB病院の医師

の証明により初診日が

確認できるか？

YES

→ 審審
Ｙ
Ｅ
Ｓ

NO

2番目のB病院の医師

の証明が得られない

旨の申立書がある

か？

2番目のB病院の医師

の証明が得られない

旨の申立書がある

か？

3番目のC病院の医

師の証明により初診

日が確認できるか？

3番目のC病院の医

師の証明により初診

日が確認できるか？

YES 査査
『

Ｊ
可

可可

↓!N｡NO一
Ｙ
Ｅ
Ｓ

ご
旬

3番目のC病院の医師

の証明が得られない

旨の申立密がある

か？

3番目のC病院の医師

の証明が得られない

旨の申立密がある

か？

)C病院の医師

が得られない

n番目のN病院の医師

の証明により初診日が

確認できるか？

n番目のN病院の医師

の証明により初診日が

n番目のN病院の医師

の証明により初診日が

確認できるか？

YES
剖
可
一
A 能能

NO

NO

n番目のN病院の医師

の証明が得られない旨

の申立善があるか？

n番目のN病院の医師

の証明が得られない旨

の申立善があるか？

画 LＹＥ
S

『－－.'｡.ー･~.ー~.．’~~...一~.｡..．《.．~......~.．~..~~'....‘~．......~...‘....~.~.~.．..….‘｡..~..~~...~..~.~．.~.~~...........~..~.~..一.．'~.~~.~.~~.~~.‐

| ・診断書を作成した医療機関より以前に請求傷病にかかる受診医療機関がある場合や年

｜ 金請求日から起算して5年以内に終診がある場合は､必ず医師の証明を確認すること。
| 、初診時の医師の証明が添付できない場合は､可能な限り受診状況などが確認できる参

i 考資料を添付されていないかを確認すること。

:一一＝＝－－ －－－－－－局－－－－－皇≦

ヨ
－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

ー

初診日を確認するうえで､次のものを参考資料として取り扱うこととしているの

で､初診時の医師の証明が添付できない場合は､次の書類の(写)を｢受診状況

等証明書が添付できない申立害｣と併せて添付されているかを確認する。

－．

(1)身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳､療育手帳

→手帳では､交付日、障害等級､等級変更の履歴､傷病名(身体障害者手帳

のみ)等が確認できる｡更新前の手帳も参考になる。

(2)身体障害者手帳等の申請時の診断書

(3)生命保険､損害保険､労災保険の給付申請時の診断書

→診断書(写)では､傷病の発生日、傷病の原因､傷病の経過等を確認するこ

とができる｡本人が保管していない場合､診断書を提出した市区町村の窓口、

福祉事務所､保険会社等に提出した当時の診断書が保管されている場合があ

る。

(4)交通事故証明書

→交通事故が原因である場合､交通事故証明書で事故発生日が確認できるの

で初診日を特定する資料となる｡ただし､警察に届け出ていない事故について

は､交通事故証明は交付できない。

(5)労災の事故証明書

→事故発生日､療養開始日等が確認できるので初診日を特定する資料となる。

ただし､労災の給付を申請していない事故については､労災の事故証明書はな

い。

(6)事業所の健康診断の記録

→事業所は､労働安全衛生法の規定により､健康診断の結果を5年間保管す

る義務があるので､本人が健康診断の結果を保管していない場合であっても、

事業所に保管されている場合がある。

『~.~-...,..........'‘．.~........~..~...~.......~....'~．

｜ 健康診断を受けた日(健診日)は原則､初診日として取り扱わないが､初診時｜
| ｜の医師の証明が添付できない場合であって､医学的見地からただちに治療が’

|必要と認められる健診結果である場合については､請求者から健診日を初診

1日とするよう申立てがあれば､健診日を初診日として取り扱うことができる。

’一一一 一一一一一一一一 .一一二＝=二一二＝=ニーー‐‐-＝二＝＝＝－－－－－－_』

ー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査

（7）インフオームド･コンセントによる医療情報サマリー

→傷病の発生からの治療の経過や症状の経過等が確認できるので､初診日を

特定する資料となる。

※「サマリー｣とは､入院･外来通院患者の診療経過･治療経過を診療開始より

現在まで時系列に集約し､現疾患の病状把握のために作成されるカルテの要

約のこと。

(8)健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等）

→初診日にかかる健康保険の給付記録が健康保険組合や健康保険協会に保

管されている場合がある。

(9)次の受診医療機関への紹介状

→2番目以降の医療機関にて､前医について確認可能な場合があり､前医から

の紹介で受診した場合は､その紹介状の写しを確認する｡また､受診状況等証

明書に前医の医療機関名、受診期間､診療内容が記入されている場合があ

る動

(10)電子カルテ等の記録(氏名、日付､傷病名､診療科等が確認されたもの）

→患者の受診記録を電子カルテ等に保存している医療機関がある｡電子カルテ

等を印字したものが添付されている場合は､初診日、診療科､傷病名を確認す

る。

(11）お薬手帳､糖尿病手帳､領収書､診察券(可能な限り診察日や診療科が分

かるもの）

→お薬手帳では､処方篝を発行した医療機関等が確認できる｡糖尿病手帳で

は､手帳を発行した医療機関と血糖値などの検査数値が確認できる｡領収書

では､受診日、診療科等が確認できる｡診察券では､発行日(受診日)診療科

等が確認できる。

(12）被保険者記録原票

→健康保険給付記録がｵﾝﾗｲﾝ管理となる前の記録については玲被保険者記

録原票より確認できる場合がある｡画面印字により､初診日の頃の給付記録が

あり傷病名や支給日､給付期間を確認する。

（13）第三者証明

→診察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる他の参考資料

があわせて提出された場合に聯複数の第三者(民生委員､病院長､施設長､事

業主､隣人等であって､請求者の民法上の三親等内の親族は含まない｡）証

明を､初診日を合理的に推定するための参考資料とし､初診日を認めても差し
‐
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

支えないとしている。

ただしや第三者証明を行う者が､請求者の初診日頃の受診状況を、

①直接的に見て認識していた

②請求者や請求者の家族等から､請求者の初診日頃に聞いていた

③請求者や請求者の家族等から､請求時から概ね5年以上前に聞いていた

（概ね5年以内であっても､他の様々な資料から本人申立ての初診日が正し

いと合理的に推定できる場合には､第三者証明として認めることができる｡）

のいずれかに該当する場合に､その受診状況を申し立てるものであることが

必要である。

請求者が複数の第三者証明を取得することが困難である場合には､単数の

第三者証明であっても､相当程度信綴性が高いと認められるものであれば､第

三者証明として認めることができる。

なお､初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師､看護師その他の

医療従事者(初診日頃の受診状況を直接把握している者に限る)による第三者

証明により確実視される場合は､医師の証明と同等の資料として､他に参考資

料がなくとも､その証明のみで確認して差し支えないとしている。

第三者証明により初診日を確認する場合には､可能な範囲で､本人申立て

の初診日について参考となる資料の添付を幅広く求め､それらの資料との整合

性や医学的判断等により第三者証明の信凄性を確認する。

(14）その他

→例えば､交通事故による請求で事故証明が取得できない場合は､事故のこ

とが掲載されている新聞記事などが参考となる場合がある。

N
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金，厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

○初診時の医師の証明が添付できない場合の取扱い

次の資料等は､初診時の医師の証明及び他の参考資料を添付できない場合

であっても､単数又は複数の資料のみで初診日を認めることができる。

炉

備考

詳細はP142参照詳細はP142参照

資料の内容

前記(ア)の医師の証明

資料の内容

前記(ア)の医師の証明

区分

’
右の資料は

単数で初診

日を認めるこ

とができる

右の資料は

単数で初診

日を認めるこ

とができる

第三者証明

初診日頃に請求者が受診した医

療機関の医療従事者によるもの

第三者証明

初診日頃に請求者が受診した医

療機関の医療従事者によるもの

初診日頃の受診状況を直接

把握している者に限る

初診日頃の受診状況を直接

把握している者に限る

上記以外は､複数の参考資料から合理的に初診日を特定できるか確認するこ

とになる。

ただし､本人の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料及び第三者証

明は､客観性が認められる他の参考資料(本人申立て以外の記録を根拠として

初診日を推定することが可能となるもの)とあわせて初診日を認めることができる。

客観性が認められる参考資料の例

(医療機関が作成した参考資料であっ
ても､本人の申立てによる初診日等

を記載した資料は不適当）

客観性が認められる参考資料の例

(医療機関が作成した参考資料であっ
ても齢本人の申立てによる初診日等

を記載した資料は不適当）

･身体障害者手帳等の申請時の診断

書

･生命保険､損害保険､労災保険の給

付申請時の診断書

･交通事故証明書

･労災の事故証明書

･インフオームド･ｺﾝｾﾝﾄによる医療情

報サマリー

･健康保険の給付記録

･次の受診医療機関への紹介状

･電子カルテ等の記録

･お薬手帳､糖尿病手帳､領収書診

察券

･被保険者記録原票

｡身体障害者手帳等の申請時の診断

書

･生命保険､損害保険､労災保険の給

付申請時の診断書

･交通事故証明書

･労災の事故証明書

･インフオームド･ｺﾝｾﾝﾄによる医療情

報サマリー

･健康保険の給付記録

･次の受診医療機関への紹介状

･電子カルテ等の記録

･お薬手帳､糖尿病手帳､領収書診

察券

･被保険者記録原票

本人の申立てに基づき医療機関が過

去に作成した資料･第三者証明

(右の資料とあわせて初診日を認めるこ
とができる）

､前記(ｲ)の医師の証明(P142参照）

本人の申立てに基づき医療機関が過

去に作成した資料･第三者証明

(右の資料とあわせて初診日を認めるこ
とができる）

､前記(ｲ)の医師の証明(P142参照）

･第三者証明

※原則として複数の第三者証明が必

要であるが､相当程度信葱性が高

いものであれば､単数でも第三者

証明として認めることができる

･第三者証明

※原則として複数の第三者証明が必

要であるが､相当程度信葱性が高

いものであれば､単数でも第三者

証明として認めることができる

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

ｌ
Ｌ

○参考資料によって初診日が特定できない場合の取扱い

さらに､前記の｢初診時の医師の証明が添付できない場合の取扱い｣によって

初診日が特定できない場合であっても､2番目以降の受診医療機関の医師の証

明や参考資料などの提出された様々な資料や､傷病の性質に関する医学的判

断等を総合的に勘案して､本人申立ての初診日が正しいと合理的に推定できる

場合は､本人申立ての初診日を認めることがて蓋る。

初診日が被保険者期間内であると判断できない場合又は､被保険者期間中で

あることが確認できても初診日を特定できない場合は､初診日があると判断できる

一定の期間内の全てで初診日にかかる支給要件を継続的に満たしているか確認

を行う。

※旧法障害厚生年金は、発病日を確認する必要があるが、 【給付指

2015-120】により示された初診日確認に関する新しい基準は適用されない。

○初診日が特定できない場合の取扱い(一定の期間要件の確認）

初診日を具体的に特定できなくても､参考資料により一定の期間内に初診日が

あると確認された場合であって､次の(1)又は(2)に該当するときは､一定の条件

の下罷本人申立ての初診日を認めることができる。

一定の期間を確認する際には､必要に応じて一定の期間を特定するための参

考資料を確認する。

（一定の期間の始期に関する参考資料の例）

・請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等

の資料

＊就職時に事業主に提出した診断書

＊人間ドｯｸの結果

・請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料

＊交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び

交通事故の時期を証明する資料

＊職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学

的資料及び就職の時期を証明する資料

･医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないこと

を推認できる､診断書作成医への発病時期に関する医師照会などの資料

･請求傷病に関する症状がないことが確認できる第三者証明

＊職場の上司や産業医等､就労状況等を把握していた者による第三者証明

(一定の期間の終期に関する参考資料の例）

・請求傷病により受診した事実を証明する資料

＊2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書

。請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料
一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査

＊障害者手帳の交付時期に関する資料

･20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする

第三者証明

･請求傷病により医療を受けた時期を明らかにする資料

＊調剤内容の確認できる調剤薬局の領収書

＊装具(眼鏡､補聴器等)作成時の異常所見を確認できる資料

(一定の期間の始期･終期の絞り込み例）

(3番目の医療機関）
本人の申立日

一定の期間

20歳

ト 壷f医証

終期
1

1

始期
1

1
始期の絞り込み

1

20歳 最古の医証本人の申立日
1

1

一定の期間

’

| ""F 終期
１
１
１
１
１
１
０

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

第三者証明（

30歳頃発病
た

第三者証明（

30歳頃発病
た

終期の絞り込み

最古の
I
医証本人の申立日

一定の期間

0歳
I

2

’二玉総”| ""F
|繍鰯｝
2審目の医擦

棲閏の診察券

第三者証明(職場の上司）

30歳頃発病･初診と聞い
た

(1)初診日があると確認された一定の期間中､同一制度に継続的に加入していた

場合

初診日があると確認された一定の期間が全て厚生年金の加入期間のみである

など､同一制度の加入期間となっており､かつ､当該期間中のいずれの時点にお

いても納付要件を満たしている場合は､本人申立ての初診日を認めることができ

る。

(2)初診日があると確認された一定の期間中､異なる制度に継続的に加入してい

た場合

初診日があると確認された一定の期間が､厚生年金の加入期間､国民年金の

加入期間､共済組合等の加入期間､20歳前の未加入期間又は60歳以上65歳

未満の未加入期間(待機期間)の混在であり､かつ､当該期間中のいずれの時点

においても納付要件を満たしている場合は､本人申立ての初診日についての他の

参考資料とあわせて､本人申立ての初診日を認めることができる｡(本人申立ての

初診日が厚生年金の加入期間以外である場合は取扱いが異なる｡）
一_

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

I

｜ 国民年金’ 厚生年金 国民年金

｢恋1 初診日がある一定の期間

｜*笥藷の｜例:款議
職増の人問関係により尭
蛎(原因は医家捜関⑲証 ・----------------~~~~~、

I本人申立ての初診日について1．明海陸認）

参考となる他の資料 ｜- I

L－－－－－－＝二コ－－－画一一一一一一一一一O

Y

例:款譲
職埆の人間関係により発
病(原因は医家捜関の証
明で確認）

’

’
本人亭立ての初診日を
霊めることができる

' ．｢当該期間中のいずれの時点においても納付要件を満たしている場合｣とは、 ’

1 初診日がある一定の期間中のいずれの時点においても納付要件を満たしていI
I ることを確認する必要がある｡なお､3分の2要件だけではなく直近,年要件i
l や旧法障害厚生年金の納付要件(厚生年金保険の加入期間が6月以上で｜
｜ あること等など)など､該当する時期に応じた納付要件を満たしていることを確｜

｜ 認する必要がある。

’ ・初診日があると確認された一定の期間に､昭和61年3月以前に被用者年金’

1 の配偶者であって､当時､任意加入していなかった期間や､海外在住期間な’

どの国民年金未加入期間が含まれる場合は､請求者が申し立てた初診日を1

％ 認めることはできない。

差＝_ _＝二二＝_二軍一二デー芒面一一＝皇＝=＝一一一 三－－－､－－1■■－8■■,■■q■■､■■－U■....一一＝－－，■■一一一■■－－0■D－，■■－－，■■－－－－－－－口■■‘■■＝＝＝＝＝､－1－』---△一‘

○日付が特定できない初診日の取扱い

資料により初診日のある年月までは特定できるが､日付が特定できない場合は、

当該月の末日を初診日とする｡（当該月に異なる制度に加入していた場合を除く）

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
ﾛ

初診日証明の審査ﾌロー

－ヘ様々な資料や､傷病の性質に関する医学的判

1／断等を総合的に勘案し

NO て､本人申立ての初診
日が正しいと合理的に推

定できるか？

様々な資料や、傷病の

性質に関する医学的判

断等を総合的に勘案し

て､本人申立ての初診

日が正しいと合理的に推

定できるか？

／

断て定日

y

NO

請求の5年以上前に

医療樫関が作成した

資料(診療録等)に本

人申立ての初診日が

記載されており､それ

を基に作成された責

料があるか？

請求の5年以上前に

医療樫関が作成した

資料(診療録等)に本

人申立ての初診日が

記載されており､それ

を基に作成された責

料があるか？

巌等)に本

'初診日が

おり、それ

rされた資

資料(診ガ

人申立て

記載され・

を基に作

料がある力

YES
壷～一言

YES

複数の資料により､本人

申立ての初診日が正し

いと合理的に判断できる

か？

複数の資料により､本人

申立ての初診日が正し

いと合理的に判断できる

か？

いと合理的

か？

判断できる

初診時の病院の医師

の証明により初診日が

確認できるか？

初診時の病院の医師

の証明により初診日が

確認できるか？、？

剖
『
叩

‐
ノ

「
叩

ゴ
叩NO

"YE@ YES｣L’LYES YES -LL言〆 、

YESYES NO

＜、亥＞､〆

’’１
１

初診日確認可能初診日確認可能

初診日が特定できない場合の取扱い(一定の期間要件の確認）初診日が特定できない場合の取扱い(一定の期間要件の確認）

一定の期間要件の確認フロー

弐
NO又は

判断困難

/二忍細の始、
期･終期に関する

資料を追加提出で

きるか､請求者へ

確認
ノ

提患済みの資料で初診日が

あると確認できる一定期間に

おいて､支給要件を継続的

に満たしており､本人申立て

の初診日を認めることができ

るか？

提患済みの資料で初診日が

あると確認できる一定期間に

おいて､支給要件を継続的

に満たしており､本人申立て

の初診日を認めることができ

るか？

提出済みの資料で初診日が

あると確認できる一定期間に

おいて､支給要件を継続的

に満たしており､本人申立て

の初診日を認めることができ

るか？

l 1

提出済みの資料で初診日が

あると確認できる一定期間に

おいて､支給要件を継続的

に満たしており､本人申立て

の初診日を認めることができ

るか？

｢－

ゴⅧ 却
下
処
分

却
下
処
分

N○

_ノ

IYESYES

塵

言夛一一 、、

’本人申立ての初診日を認めることが可能本人申立ての初診日を認めることが可能

1■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

【受診状況等証明書】 （1／2）

’’ 年金等の請求用

I薩言犀金等"諭求を行うとき､その障害の原因又ば勝因となった傷病で初めて受診した腫鍛機関の初診Iﾖを
明らかにすることが必要です。そのために使用する証明密です。’

や
U I受診状況等証明

①氏 名

②傷 病 名

③発病年月 ロ

④傷病の原因又は誘因

⑤発病から初診までの発病から初診までの

昭和・平成 年 月 日

経過

前医からの認介我はありますか。 今 有 無 （有の湯合はコピーの添付をお願いし表すこ）

〕
初鯵時の診撚録より記戦したものです。

昭和･平成 年 月 日の診擦録より記戦したものです

1

2

昭和・平成 年 月 日⑥初診年月日

⑦終診年月日昭和・平成 年 月 日

⑧終診時の転帰（治癒・転I曇・中止）

⑨初診から終診までの治療内容及び経過の概要

⑩次の該当する番号（1～4）に○印をつけてください

複数に○をつけた場合は、それぞれに基堂<肥較内容の範囲がわかるように余白に配戦してください。

上記の記較は 1 診療録より記救したものです。

2受診受付簿、入院記録より記載したものでう－．

3その他（ ）より記載したものですも

4昭和・平成 年 月 日の本人の申し立てによるものです。

(提出先） 日本年金擬櫛 （裏面もご覧く麓さい｡）

⑪平成 年 月 p

医療椎関名

所在地

診療担当科名

医師氏名 印
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
』■■■■■■

【受診状況等証明書】 （2／2）

|年金等の請求用’|年金等の請求用’
記入する際のお願い

1 1②傷痢名」の胴は、陣害の原因又は購因となった悠病について記入してください。

2 『③発病年月日」の欄は、傷病が発病したと考えられる年月日を記入してください。特定できない鰐合

は、 『不明」またば『不鞄と記入してください。

3 『④慨病の原因又は読因」の欄は、憾病の原因又は跨因が特定できない鰐合、 『不明」または『不詳」

と記入してください。

4 『⑤発病から初鯵までの経過』の稲は、発病から初診までの経過と併せて、診癒録から前薩を受診して

いたことが確腿できる場合は、前医の医療橇関名、受診期IIW．診療内奔淳も記入してください。

また、前隆受諺に関する記載をした鍔合ば、いつの診療録から記蛾したものかを記入してください。

なお、前医からの紹介状が保管されている鍔合は、そのコピーの添付をお願いします。

5 1⑥初診年月日｣、 「⑦終診年月日』の欄は、I②傷病名」に複数の傷病を記蛾した場合、そ熱ぞれの鰯

病に番号を付記していただき、傷病ごとの初診年月日と終診年月日がわかるように記入してください趣

6 1⑩」の開は、複数の番号に○印をつけた場合、どの部分がどの記鮫根拠によるものかわかるように余

白に記入してくださいc

なお. 14昭和・平成竿 月 日の本人の申し立てによるものです-曇」のみにO印を付けた鰐

記入する際のお願い

1 1②傷痢名」の胴は、陣害の原因又は購因となった悠病について記入してください。

2 『③発病年月日」の欄は、傷病が発病したと考えられる年月日を記入してください。特定できない鰐合

は、 『不明」またば『不鞄と記入してください。

3 『④慨病の原因又は読因」の欄は、憾病の原因又は跨因が特定できない鰐合、 『不明」または『不詳」

と記入してください。

4 『⑤発病から初鯵までの経過』の稲は、発病から初診までの経過と併せて、診癒録から前薩を受診して

いたことが確腿できる場合は、前医の医療橇関名、受診期1，．診療内奔淳も記入してください。

また、前隆受諺に関する記載をした鍔合ば、いつの診療録から記蛾したものかを記入してください。

なお、前医からの紹介状が保管されている鍔合は、そのコピーの添付をお願いします。

5 1⑥初診年月日｣、 「⑦終診年月日』の欄は、I②傷病名」に複数の傷病を記蛾した場合、そ熱ぞれの鰯

病に番号を付記していただき、傷病ごとの初診年月日と終診年月日がわかるように記入してください趣

6 1⑩」の開は、複数の番号に○印をつけた場合、どの部分がどの記鮫根拠によるものかわかるように余

白に記入してくださいc

なお、 14昭和・平成竿 月 日の本人の申し立てによるものです-曇」のみにO印を付けた鰐

合は．初診日の証明となりませんので注意してください．合は．初診日の証明となりませんので注意してください．

7 Imの欄は、医師氏名の印錘の押印もれがないようにお願いします。7 1⑪jの欄は、医師氏名の印錘の押印もれがないようにお願いします。

この証明僻に記鮫した内容を訂正する場合ば、訂正箇所に医師の訂正印を押印してください薑この証明僻に記鮫した内容を訂正する場合ば、訂正箇所に医師の訂正印を押印してください薑88

「
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

【受診状況等証明書が添付できない申立書】 （1／2）

|年金等の請求用’

受診状況等証明書が添付できない申立書

慨 病 名

医療機関名

医療樋関の所在地

受診斯問昭麺・平成 年 月 日～昭和・平成 年 月 日

上記医療樋閲の受診状況等証明番が添付できない理由をどのように確認しました承

次のく添付できない理由＞とく確認方法＞の該当するロに,'をつけ、＜碓認年月日＞に碗認した
日付を記入してください鋤

その他の口に､/をつけた場合は、具体的な添付できない理幽や砲認方法も記入してください。

＜添付できない理由＞ ＜確認単月日＞平成 年 月 日

ロカルテ等の診療録が残ってい厳いため

ロ鹿業しているため

ロその他

■

）＜砿混方法＞ 口電話 口訪問 口その他（

上記医療機関の受診状況などが硫認できる参考寅料をお持ちですか。

お持ちの場合は、次の該当するものすべてのロに､/をつけて、そめコピーを添付してください。

お持ちでない場合は、 I添付できる参考資料は何も雄い』の□にゾをつけてください。

ロ身体障害者手嬢・療育手鰻． □お薬手授・糖尿病手摂・領収醤・診察券

箭神障害者爆鎚福祉手棲 抑能な限り詮議W1や診艤科が分かるもの）

ロ身体暗害者手帳等の申諭時の診断書 ロ小学校・中学校等の健康診断の記録や

ロ生命保険・損害保険． 成績通知表

労災保険の給付申諭時の診断勝 ロ盲学校・ろう学校の在学証明・卒業鉦鰐

口事業所等の健康診断の龍録 ロ第三者証明

ロ母子健康手領 ロその他（

ロ健康保険の給付記録（レセプトも含む） ロ添付できる参考資料は何もない

上記のとおり相逮ないことを申し立てます。

平成 年 月 日

侯所

ー

潴求者

氏名

蕪本人自らが聯柵する蝿合

印 押印吐不婆です

瀧求者との続柄代筆者氏名

(裏面も言覧ください噂）(提出先） 日本年金侭惚
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

【受診状況等証明書が添付できない申立書】 （2／2）

|年金等の請求用’|年金等の請求用’

〆陣害年金等の誌求を行うとき､その陣害の原因又は誘因となった慨病の初診日を明らかにすることが必、
要とされ泉すこ一誉古い受診歴のある医療機関の『受診術兄等砿瞬警Jが添付できない場合は，その旨
の申立､及び､嘩療保険の給付にかかる記録などの初診日を確認できる礁類を添付いただくことが必要

＼です。この播類はそのた鞠に使用す．る『l'立醤ですセ ノ

〆陣害年金等の誌求を行うとき､その陣害の原因又は誘因となった慨病の初診日を明らかにすることが必、
笑とされ泉すこ一誉古い受診歴のある医療機関の『受診術兄等砿瞬警Jが添付できない場合は，その旨
の申立､及び､嘩療保険の給付にかかる記録などの初診日を確認できる礁類を添付いただくことが必要

Lです。この幾類はそのた鞠に使用す．る『l'立醤ですセ ノ

記入する際のお願い

1 1慨病名』の欄は津医疲機関で診断された病名（○○病、△△症など）を記入してください・

ワ 『医療權鯛名』の欄は、医療擢関の名称（○○病院．△△クリニックなど）を記入してください。

3 1医療機関の所在地』の欄は、医療機関の所在地(O○市△△町1－1など）を記入してください．

4l f受診朔側』の欄は、受診していた期閲を記入してください。記臓があいまいな場合は．淡の（例）

のように記入しても樅いません。

（例）平成5¥:l月頃～平成5¥10月頃、昭和61年奪頃～昭和62年夏頃など

5細線で囲まれた楠紘、徽間をお読みいただき、その枠内の銭当するロに､/をつけてください。

6申立帯の下欄にある『平成年月 日』の慨は、この申立礎を作成した圃付を記入してください。

7 1住所」と『氏名」の欄は、舗求する方の住所と氏名を記入してください壜

B この申立僻を代篭した耀合は、代兼した方の氏名を1代縦者氏偽」に記入し、請求する方からみた

識柄をI購求者との続柄」の欄に記入してください。

記入する際のお願い

1 1慨病名』の欄は津医疲機関で診断された病名（○○病、△△症など）を記入してください・

ワ 『医療權鯛名』の欄は、医療擢関の名称（○○病院．△△クリニックなど）を記入してください。

＄ I医療機関の所在地』の欄は、医療機関の所在地（○○市△△町1－1など）を記入してください．

‘1 1受診朔側』の欄は、受診していた期閲を記入してください。記臓があいまいな場合は．淡の（例）

のように記入しても樅いません。

（例）平成5年‘l月頃～平成5年10月頃、昭和61年奪頃～昭和62年夏頃など

5細線で囲まれた楠紘、徽間をお読みいただき、その枠内の銭当するロに､/をつけてください。

6申立帯の下欄にある『平成年月 日』の慨は、この申立礎を作成した圃付を記入してください。

7 1住所」と『氏名」の欄は、舗求する方の住所と氏名を記入してください壜

B この申立僻を代篭した耀合は、代兼した方の氏名を1代縦者氏偽」に記入し、請求する方からみた

識柄をI購求者との続柄」の欄に記入してください。

＜参考資料の砿認先＞

身体障害者手桜等の申誠時の診断番

＝診断書等を提出した市区町村の陣害福祉の窓口（障害福祉課、高齢陣害福祉課など）

生命保険・損害保険・労災保険の給付『|'舗時の診断霧

→診断欝等を提出した生命係険会社、損害保険会社．労働逃単驍梼署

事業所簿の健康診断の記録

今当時勤務していた率難所や繩康診断を受けた医療健閣

健康保険の給付記録（レセプトも含む）

→当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会（協会けんぽ）

＜参考資料の砿認先＞

身体障害者手桜等の申誠時の診断番

＝診断書等を提出した市区町村の陣害福祉の窓口（障害福祉課、高齢陣害福祉課など）

生命保険・損害保険・労災保険の給付『|'舗時の診断霧

→診断欝等を提出した生命係険会社、損害保険会社．労働逃単驍梼署

事業所簿の健康診断の記録

今当時勤務していた率難所や繩康診断を受けた医療健閣

健康保険の給付記録（レセプトも含む）

→当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会（協会けんぽ）

＜参零資料のその他に咳当する例＞

・交通嚇故鉦明

・インフ才一ムド・コンセントによる医療傭報サマリー（診療や治擁経過を要約したもの）

・次の受診医療機関への紹介状

・盆子カルテ等の記録（氏名・日付・鰯病名・診療科葬が印刷されたもの）

・交通事故や労災事故などのことが描較されている斬闘琵事

＜参零資料のその他に咳当する例＞

・交通嚇故鉦明

・インフ才一ムド・コンセントによる医療傭報サマリー（診療や治擁経過を要約したもの）

・次の受診医療機関への紹介状

・盆子カルテ等の記録（氏名・日付・鰯病名・診療科葬が印刷されたもの）

・交通事故や労災事故などのことが描較されている斬闘琵事

■■■■■■■■I■■

障害年金審査業務マニュアル

156



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（先天性障害(網膜色素変性症等):眼用)】

障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害（網膜色素変性症等） ：眼用】

’本調査粟は、初診日を審査する際の資料となるものです。

◎次のことにお答えください鋪

1．眼の疾患について、幼児期に家族からXは学校の健康診断幕で、何かいわれて慌擬樋削に行っ

たことがありましたか。

pいわれたことはない

口昭伽・平成 年 月 日頃受診した（受診医療難関名 ）

2．砿当する項目にゾを記入のうえ、咳当日と当滕の視力を記救してください画

口障嘗離礎年金舗求20歳時（昭和・平成 年 月 日）における視力

ロ障害厚生年金鱗求厚生年金資格取得時（昭和・平成 年 月 日）における視力

右眼 裸眼（ ） 蟻正（ ）

左眼 裸眼（ ） 鏑正（ ）

3．視力が落ちてきたことにいつごろ気づかれましたか。

叩和・平成 年 月 日頃

4．あなたの視力の経過について、記入してください‐

※中学校卒業から数年単位でわかる範囲で記入してください。

眼左↑
桓

眼裸

眼
経 遇

蛎正蛎正 裸眼

中学校卒業時

昭和・平成 年

昭纐・平成 年

昭和・平成 年

昭和・平成 年

昭和・平成 年

月
一
月
一
月
一
月
一
月

■

昭和・平成 年 月

昭椥・平成

昭和・平成

年
一
年

月
一
月

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続禰 ）

※ご回答ありがとうございました塾

回答内容を審迩した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報ば、独立行政法人等の保有する個人情報の保謹に関する法稚に錐づ

き、適切に取り扱われますb

■■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（先天性障害:耳用)】

障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害：耳用】障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害：耳用】

’’派荊恋粟は、初諺日を器通するI環の資料となるものです，派荊恋粟は、初諺日を器通するI環の資料となるものです，’’
◎次のことにお答えください‘

1．聴力障害について、幼児期に家族から又は学校の健康鯵断等で、何かいわれて医療磯|側に行っ

たことがありましたかむ

□いわれたことばない

ロ昭和・平成 年 月 日頃受診した（受診医療擬関名 ）

2．麟当する項目にソを記入のうえ、識当日と当時の聴力を記載してください。

ロ障害懇礎年金諦求20歳時（昭椥・平成 年 月 日）における聴力

ロ障害厚生牢金請求厚生年金賞格取得時（昭和・平成 年 月 日）における聴力

右耳 ( dB) 左耳 ( dB)

3．聴力が誰ちてきたことにいつごろ気づかれましたか。

昭和・平成 年 月 日頃

4．あなたの聴力の緬圖について、記入してください。

※中学校卒業から敷年聡位でわかる範囲で記入してください。

◎次のことにお答えください‘

1．聴力障害について、幼児期に家族から又は学校の健康鯵断等で、何かいわれて医療磯|側に行っ

たことがありましたかむ

□いわれたことばない

ロ昭和・平成 年 月 日頃受診した（受診医療擬関名 ）

2．麟当する項目にソを記入のうえ、識当日と当時の聴力を記載してください。

ロ障害懇礎年金諦求20歳時（昭椥・平成 年 月 日）における聴力

ロ障害厚生牢金請求厚生年金賞格取得時（昭和・平成 年 月 日）における聴力

右耳 （ 。B） 左耳 （ 。B）

3．聴力が誰ちてきたことにいつごろ気づかれましたか。

昭和・平成 年 月 日頃

4．あなたの聴力の緬圖について、記入してください。

※中学校卒業から敷年聡位でわかる範囲で記入してください。

左 耳左 耳右 エ『右 エ『経 過

中学校卒業時

昭和・平成 年 月

昭揃・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭纐・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭,和・平成 年 月

過綴

中学校卒業時

昭和・平成

昭和・平成

昭和・平成

眼和・平成

剛伽・平成

年一年一年一年一年

月一月一月一月一月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭,和・平成 年 月

犯
一
躯
一
嘔
一
咽
一
一
岨
一
姻
一
躯

犯
一
躯
一
嘔
一
咽
一
一
岨
一
姻
一
躯

一
畑
一
蛆

dB

dB

“
｜
躯
一
姻
一
輻
一
ｍ
一
躯
一
姻
一
血
一
順

dB

dB

姻
一
輻
一
ｍ
一
躯
一
皿

dB

。B

上記のとおり回答します上記のとおり回答します

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を審査した結果蕊照会することがありまず-ので、あらかじめご承知おきください噸

※ご記入いただいた個人情報は、独立行政法人篝の保存#-る個人情報の保謹に閏する法鍬に醒づ

き、適切に取り扱われます。

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を審査した結果蕊照会することがありまず-ので、あらかじめご承知おきください噸

※ご記入いただいた個人情報は、独立行政法人篝の保存#-る個人情報の保謹に閏する法鍬に醒づ

き、適切に取り扱われます。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用)】

障害年金の初診fiに関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用】

’｜ 本調査票は､初診日を群通する際の資料となるものです‘

◎次のことにお答えください毎

1．股関節の手術（骨切術、人工関節、人工付頭など）をされている場合は、手術伽のレントゲン

フィルムを提出してください．手術をされていない場合繊、一番古いレントゲンフィルムを提出
してください。

（提出できない場合歓、以.ドにその理由をご記入ください。 ）

［ ］
2．学校（小学校、中学校、高校等）での体育の実技は、他の生徒と同じようにできましたか。ま

たは、股関節の不自由が原因で見学することがありましたか。

［ ）
3． 0歳から20歳までの股関節の治療の経過を記入してください。

症状の経過受診の状況年令

0歳～5液

6歳～10歳

1 1歳～15"

16歳～20"

治療の経過、 医師からm院期間・受診回数・入院期間雇療儘關名及び』受診した期間｛ 受診’式※

でください 受診していない期間にー二の理由赦どを記入し またヨF項、転E
莞

診中_l1揖示された 堂
今 ■

託 ロ

ついてば、その理由、 自覚症状の程度．日備生活の状況などについて、具体的に肥入してくださ

いこ
－

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （総柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を群壷した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください画

※ご記入いただいた個人備漂は、独立行政法人等の保有する個人構親の保雄に関する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
■■■■■■■■■■■■■

【障害年金の初診日に関する調査票（糖尿病用)】

障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】

|’’ ’|本澗迩票は､初診日を稀通する際の黄料となるものです。’ 本澗迩票は、初診日を稀通する際の費料となるものです。
◎汝のことにお答えください。

1・倦怠感・身体の不訓・口渇等を自覚されたのは、いつ頃で1－か。また、そのときはどのような

状態でしたか。

◎汝のことにお答えください。

1・倦怠感・身体の不訓・口渇等を自覚されたのは、いつ頃で1－か。また、そのときはどのような

状態でしたか。

昭和・平成 年 月 日昭和・平成 年 月 日

））［［城態城態

健康診断等で尿に楠が出ていること在指摘されたことはありますか健康診断等で尿に楠が出ていること在指摘されたことはありますか22

昭・平 年 月 日）昭・平 年 月 日）ロ詣摘あり （検査日

ロ指摘なし

ロ詣摘あり （検査日

ロ指摘なし

3． （2で指摘ありの場合）その検査日以降のすべての検査結果（写）を添付してください。3． （2で指摘ありの場合）その検査日以降のすべての検査結果（写）を添付してください。

※事業所に保瀞されている場合もありますので、確認してください‘

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にはない）

D -l-･分に確認したが、添付できる検迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

※事業所に保瀞されている場合もありますので、確認してください‘

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にはない）

ロ ー'一分に確認したが、添付できる検迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指檎ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療俵関を受診しましたか。

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療磯i測名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び他臓診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

（2で指檎ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療俵関を受診しましたか。

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療磯i測名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び他臓診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

II

））

］］［［
k記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告肴

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を辮査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください｡

※ご記入いただいた個人怖報は、独立行政法人等の保有する脳人倍報の保謹にI卿する法祢に艦づ

き、適切に取り扱われます。

k記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告肴

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を辮査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください｡

※ご記入いただいた個人怖報は、独立行政法人等の保有する脳人倍報の保謹にI卿する法祢に艦づ

き、適切に取り扱われます。

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（腎臓｡膀胱の病気用)】

隙害年金の初診日に関する調査票【鴨|脳・膀胱の病気用】

’|本綱斑粟は､初診日を特壷する際の資料となるものです。
◎欲のことにお答えください。

1 ．身体の不調・むくみ等を自覚されたのは、いつ頃ですか衝また、そのときほどのような状態で

したか。

昭和・平j戎 年 月 日

1（状態

2． 健朧診断騨で尿に盃白が出ていることを指摘されたことはありますか

ロ指摘あり （検査日：昭・平 年 月 日）

ロ指摘なし

の場合)その検査日以降のすべての検迂結果（写）を添付してください．3． （2で指摘あり

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください寧

口保管されているすべての検迩結果（辱）を添付した。 （他にはない）

ロ ・I･分に砿蕗したが、添付できる検企結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健厳診断の結果ですぐに医療擬開を受診しましたか．

ロすぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療機関堀（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び健康診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

！

）

］〔
上記のとおり回答し蓑すb

平成 年 月 日

住所

報告者

雌名 印 （続禰 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を瀞通した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人備報は、独立行政法人等の保有する個人傭報の保護に間する法維に蕊づ

き、適切;こ取り扱われます。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

2審査
一一盲】

【障害年金の初診日に関する調査票（肝臓の病気用)】

障害年金の初診日に関する調査票【肝臓の病気用】障害年金の初診日に関する調査票【肝臓の病気用】

’’禾雨証票は、初診日を審迩する際の資料となるものです。禾雨証票は、初診日を審迩する際の資料となるものです。’’
◎次のことにお答えください尋

l.倦怠感・身体の不澗・むくみ鋪を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのときはどのよう

な状態でしたか。

噸和・平成 年 月 日

◎次のことにお答えください尋

1．倦怠感・身体の不澗・むくみ鋪を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのときはどのよう

な状態でしたか。

噸和・平成 年 月 日

］］［［状態状態

2． 健康診断簿で肝機能障害を指摘されたことはあります力、

口指捕あり （検査日：昭・平 年 月 日）

2． 健康診断簿で肝機能障害を指摘されたことはあります力、

口指捕あり （検査日：昭・平 年 月 日）

口指揃なし口指揃なし

(写）を添付してください伽(写）を添付してください伽その検迩日以降のすずその検迩日以降のすずくての撞査結染くての撞査結染3． （2で指摘ありの場合）3． （2で指摘ありの場合）

．※事業所に保椿されている場合もありますので、確認してください鱈

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にばない）

ロ十分に礁罷したが、添付できる検査結果が残っていない。 （ひとつもない）

．※事業所に保椿されている場合もありますので、確認してください鱈

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にばない）

ロ十分に礁罷したが、添付できる検査結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに薩療難関を受診しましたかb

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療擬閼名（

口すぐに受診しなかった

（理由及び雌康診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに薩療難関を受診しましたかb

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療擬閼名（

口すぐに受診しなかった

（理由及び雌康診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

11

））

］］〔〔
上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （統嫡 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を群通した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知裁きください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人等の保有する個人勝報の保謹に関する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （統嫡 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を群通した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知裁きください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人等の保有する個人勝報の保謹に関する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。

へ
Ｅ
Ｉ
ｒ

！
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金≦厚生年金保険障害給付)【様式104号】
2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（心臓の病気用)】

障害年金の初診日に関する調査票【心臓の病気用】

’本澗査票は、初診日を群通する際の資料となるものです。’
◎吹のことにお答えください．

1．身体の不調・むくみ等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのときはどのような状態で

したか。

昭和・平成 年 月 日

］（状態

2． 健康診断等で心朧能障害を指摘されたことはありますか。

ロ指摘あり （検査日：昭・平 年 月 日）

ロ指摘なし

(写）を添付してください．その検迩日以降のすべての検避結果3． （2．毎旨摘ありの場合）

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください‐

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した． （他にはない）

ロ十分に硫紹したが、添付できる検迩結果が残っていない． （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健雄診断の結果ですぐに医療朧関を受診しましたか．

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医擁機関名（

□すぐに受診しなかった

（理由及び健康診断の揃摘後、受診するまでの間の体瓢）

I

）

］（
上肥のとおり回答しま欽厘

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を群恋した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭維は、独立行政法人等の保有する個人備報の保護に閏する注律に基づ

き、適切に取り扱われます。

|■■■
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